
1

平成22年４月１日（木）

号 外（９）

目 次

訓 令

○山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令…………………………（人 事 課）…１

訓 令

山形県訓令第14号

庁 中

出 先 機 関

山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年４月１日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令

山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月県訓令第49号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「知事、副知事」を「知事及び副知事に」に、「又は」を「又は知事及び副知事がともに」に、

「子ども政策監、危機管理監及び出納局長」を「戦略調整監及び会計局長」に改める。

第４条第１項中「課長」を「課長（戦略調整監所属に置く主幹を含む。第７条第１項において同じ。）」に改め、

同条第２項中「主幹（」を「主幹（戦略調整監所属に置く主幹を除く。」に改める。

第５条第１項中「又は」を「又は副知事が」に改め、同条第２項中「子ども政策室長、危機管理室長及び総合政

策室長」を「総合政策局長、危機管理・くらし安心局長及び観光交流局長」に改める。

第６条第１項中「次長」を「次長（戦略調整監所属にあつては主幹）」に改める。

第７条第１項中「課長補佐（」を「課長補佐（戦略調整監所属にあつては主幹補佐、」に、「場合は、」を「場

合は」に改め、同条第２項中「、課内室の室長」を「及び課内室の室長に」に改め、同条第３項中「、室長等」を

「及び課内室の室長等に」に改める。

第12条第２項中「知事直轄の組織及び出納局」を「会計局」に改める。

第13条中第４項を第５項とし、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第

２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 別表第１及び別表第３の総合支庁課長専決事項のうち課内室の室長が掌理する事務については、室長限りで専

決することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

(1)人事、給与及び服務に関すること（旅行命令及び復命に関すること並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令

に関することのうち室長以外の所属職員に係るものを除く。）。

(2)予算の執行に関連のあること。

第14条第１項中「又は」を「又は総合支庁長が」に改め、同条第２項中「出来ない」を「できない」に改める。

第15条第２項及び第16条第２項中「出来ない」を「できない」に改める。

別表第１人事・服務の項中

(毎週火・金曜日発行)
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「 「

を に改め、同項第１項中「次長及びこれ」を「部長、次長及びこれら」に改め、

」 」

同表人事・服務の項第２項中「次長等」を「部長等」に改め、同表人事・服務の項中第15項を第16項とし、同表人

「 「

事・服務の項第14項中 を に、「次長等」を「部長等」に改め、同項を同表人事・

」 」

「 「

服務の項第15項とし、同表人事・服務の項第13項中 を に、「次長等」を「部長

」 」

等」に改め、同項を同表人事・服務の項第14項とし、同表人事・服務の項中第12項を第13項とし、同表人事・服務

「 「

の項第11項中 を に、「次長等」を「部長等」に改め、同項を同表人事・服務の項

」 」

「 「

第12項とし、同表人事・服務の項第10項中 を に、「次長等」を「部長等」に改

」 」

め、同項を同表人事・服務の項第11項とし、同表人事・服務の項第９項中

部長及びこ

れに相当す

る職にある

職員（以下

「部長等」

という。）に

係るもの

部長等に係

るもの

部長等に係

るもの

部長等に係

るもの

部長等に係

るもの

部長等に係

るもの
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「 「

を に、「次長等」を「部長等」に改め、同項を同表人事・服務の項第10項とし、

」 」

「 「

同表人事・服務の項第８項中 を に、「次長等」を「部長等」に改め、同項を同

」 」

「 「

表人事・服務の項第９項とし、同表人事・服務の項第７項中 を に、「次長等」

」 」

を「部長等」に改め、同項を同表人事・服務の項第８項とし、同表人事・服務の項中第６項を第７項とし、同表人

事・服務の項第５項中「勤務時間条例第４条の３の規定による」を削り、「行なう」を「行う」に改め、「の承認」

「 「

を削り、 を に、「次長等」を「部長等」に改め、同項を同表人事・服務の項第

」 」

６項とし、同表人事・服務の項第４項中「勤務時間条例第４条の３の規定による」を削り、「行なう」を「行う」

に改め、「の承認」を削り、同項を同表人事・服務の項中第５項とし、同表人事・服務の項第３項の次に次の１項

を加える。

別表第１臨時職員の項第２項及び第３項中「日々雇用職員のうち」を削り、同表財務の項第15項中「児童手当並

びに児童手当法附則第６条第１項、第７条第１項及び第８条第１項に規定する給付」を「子ども手当」に改め、同

表の備考第１項中「行使する」を「行使することができる」に改め、同項の表を次のように改める。

部長等に係

るもの

部長等に係

るもの

部長等に係

るもの

部長等に係

るもの

所属職員

に係るも

の

所属職員

に係るも

の

４ 時間外

勤務代休

時間の指

定に関す

ること。
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別表第１の備考第２項中「課に掲げる」を「課に係る」に改め、同項の表を次のように改める。

別表第１の備考第３項の表中「、西村山用地課」、「、北村山用地課」及び「、西置賜用地課」を削り、別表第１

の備考第４項の表中「、野川水系ダム管理課」を削り、別表第１の備考第５項中「土木部各課（建設企画課及び交

通政策課を除く。）」を「県土整備部各課」に改め、同項の表を次のように改める。

右 欄左 欄

総合政策局長総務部総合政策局各課

危機管理・くらし安

心局長
生活環境部危機管理・くらし安心局各課

観光交流局長商工観光部観光交流局各課

右 欄左 欄

総務部長戦略調整監所属

総務部総合政策局各課

生活環境部長生活環境部危機管理・くらし安心局各課

商工観光部長商工観光部観光交流局各課

右 欄左 欄

人事課長総務部秘書広報課、行政改革課、学事文書課

政策企画課長戦略調整監所属、総務部総合政策局地域・交通政策課、情報企

画課

生活文化課長生活環境部地球温暖化対策課、水大気環境課、循環型社会推進

課、みどり自然課

危機管理課長生活環境部危機管理・くらし安心局各課

子育て支援課長子育て推進部各課

健康福祉企画課長健康福祉部地域医療対策課

産業政策課長商工観光部各課

農政企画課長農林水産部新農業推進課、農業経営課

農山漁村計画課長農林水産部農村整備課

生産技術課長農林水産部エコ農業推進課、畜産課

管理課長県土整備部各課

会計局会計課長会計局各課
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別表第１の備考第６項の表中「、西村山用地課」、「、北村山用地課」、「、西置賜用地課」及び「、野川水系ダム

管理課」を削り、別表第１の備考第７項の表中「、野川水系ダム管理課」を削り、同項を別表第１の備考第８項と

し、別表第１の備考第６項の次に次の１項を加える。

７ 次の表の左欄に掲げる課に係る財務の項第15項に掲げる事務については、同表の右欄に掲げる者がその権限

を行使する。

「 「

別表第２中 を に改め、同表中知事直轄の組織の項を削り、総務部の項中

」 」

「

を

」

「

総合支庁総務企画部

総務課長
総合支庁総務企画部各課

総合支庁総務企画部

総務課長

総合支庁保健福祉環境部各課（村山総合支庁及び置賜総合支庁

に限る。）

総合支庁保健福祉環

境部保健企画課長

総合支庁保健福祉環境部各課（最上総合支庁及び庄内総合支庁

に限る。）

総合支庁産業経済部

産業経済企画課長
総合支庁産業経済部各課

総合支庁建設部建設

総務課長
総合支庁建設部各課

右 欄左 欄

管理課長県土整備部建設企画課、用地課、空港港湾課

都市計画課長県土整備部下水道課

河川課長県土整備部砂防・災害対策課

部名部等名

１ 恩給及び退

職年金の裁定

（遺族扶助料

を除く。）に

関すること。

年金に関するこ

と。

職員厚

生課

１ 恩給及び退

職年金の裁定

（遺族扶助料

を除く。）に

関すること。

年金に関するこ

と。

総務厚

生課
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に、

」

「

を

」

「

１ 所得税の源

泉徴収並びに

県民税及び市

町村民税の特

別徴収（総務

厚生課長が支

出命令を行つ

た 報 酬、給

料、職員手当

等及び賃金に

係るものに限

る。）に関す

ること。

源泉徴収等に関

すること。

１ 旅費（東京

事務所、大阪

事務所、名古

屋事務所及び

小国警察署の

職員並びに市

町村立学校職

員給与負担法

第１条に規定

する職員に対

して支給する

も の を 除

く。）の手計

算に関するこ

と。

旅費の計算に関

すること。

１ 再 任 用 職

員、再任用短

時間職員、任

期付短時間勤

務職員、臨時

的任用職員、

非常勤嘱託職

員及び日々雇

用職員に係る

社会保険に関

すること。

臨時職員等に関

すること。

１ 県議会議決

事項の報告に

関すること。

議会に関するこ

と。

１ 県議会議決

事項の報告に

関すること。

議会に関するこ

と。
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に、

」

「 「

を に、

」 」

「

を

」

「

に改め、同項危機管理室生活

」

１ 第４条（第

134条第２項

において準用

する場合を含

む。）の規定

による私立学

校及び各種学

校の設置廃止

等認可に関す

ること。

学校教育法に関

すること。

学事文

書課

２ 第130条の

規定による専

修学校の設置

廃止等の認可

に関するこ

と。

１ 第14条第２

項の規定によ

る教育委員会

規則の制定の

協議に関する

こと。

産業教育振興法

に関すること。

１ 私立学校審

議会の定める

運営細目の承

認に関するこ

と。

私立学校審議会

に関すること。

市町村

支援課

総合政

策局市

町村課

１ 市町村債の

同意等に関す

ること。

市町村債に関す

ること。

１ 市町村債の

同意等に関す

ること。

市町村債に関す

ること。

１ 第２条第３

項の規定によ

る基幹統計調

査の指定に関

すること。

山形県統計調査

条例に関するこ

と。

総合政

策局統

計企画

課

２ 第11条の規

定による委託

による統計の

作成等に関す

ること。



8

山 形 県 公 報 号外(９)平成22年４月１日（木曜日）

安全調整課の項、危機管理室食品安全対策課の項、総合政策室情報企画課の項及び総合政策室統計企画課の項を削

「 「

り、同表文化環境部の項中 を に改め、同表中

」 」

「

を

文化環

境部

生活環

境部

１ 第７条第２

項の規定によ

る公園事業の

決定に関する

こと。

山形県立自然公

園条例に関する

こと。

１ 第４条第１

項の規定によ

る地域医療支

援病院の名称

の使用の承認

に関するこ

と。

医療法に関する

こと。

健康福

祉企画

課

健康福

祉部

２ 第７条第１

項から第３項

までの規定に

よる病院等の

開設等の許可

に関するこ

と。

１ 医学の研究

に関するこ

と。

医学に関するこ

と。

１ 第41条第２

項の規定によ

る保護施設の

設置の許可に

関すること

（第一種社会

福祉事業に係

るものに限

る。）。

生活保護法に関

すること。

地域福

祉課

２ 第42条の規

定による保護

施設の休止又

は廃止の認可

に関するこ

と。

１ 第２条第１

項及び第３項

の規定による

戦時死亡宣告

の請求及び取

消しの請求に

関すること。

未帰還者に関す

る特別措置法に

関すること。
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」

「

１ 社会福祉施

設（子ども家

庭課、長寿社

会課及び障が

い福祉課の所

管に係るもの

を除く。）に支

弁すべき事務

費等の決定に

関すること。

施設事務費に関

すること。

１ 旧軍人、軍

属等の叙位叙

勲に関するこ

と。

旧軍人等の叙勲

等に関するこ

と。

１ 第７条第２

項の規定によ

る公園事業の

決定に関する

こと。

山形県立自然公

園条例に関する

こと。

１ 第４条第１

項、第２項及

び第４項の規

定による売渡

しに係る指

示、命令及び

裁定に関する

こと。

生活関連物資等

の買占め及び売

惜しみに対する

緊急措置に関す

る法律に関する

こと。

危機管

理・く

らし安

心局く

らし安

心課

１ 第６条第３

項の規定によ

る公表に関す

ること。

国民生活安定緊

急措置法に関す

ること。

２ 第７条第１

項の規定によ

る指定物資に

係る標準価格

に関するこ

と。

３ 第７条第２

項の規定によ

る公表に関す

ること。

１ 第６条第１

項の規定によ

る水道事業の

認可に関する

こと。

水道法に関する

こと。

危機管

理・く

らし安

心局食

品安全

対策課
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２ 第10条の規

定による水道

事業の変更の

認可に関する

こと。

３ 第11条（第

31条において

準用する場合

を含む。）の規

定による事業

の休止又は廃

止の許可に関

すること。

４ 第14条第６

項の規定によ

る水道事業の

供給条件の変

更の認可に関

すること。

５ 第26条の規

定による水道

用水供給事業

の認可に関す

ること。

６ 第30条第１

項の規定によ

る水道用水供

給事業の変更

の認可に関す

ること。

１ 第35条第４

項の規定によ

る児童福祉施

設の設置の認

可及び同条第

７項の規定に

よる児童福祉

施設の廃止及

び休止の承認

に関すること

（第二種社会

福祉事業に係

るものを除

く。）。

児童福祉法に関

すること。

子ども

家庭課

子育て

推進部
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に改め、同表健康福

１ 第37条第４

項から第６項

までの規定に

よる児童福祉

施設に係る変

更の届出の受

理に関するこ

と（第二種社

会福祉事業に

係るものを除

く。）。

児童福祉法施行

規則に関するこ

と。

１ 第13条（第

38条において

準用する場合

を含む。）の

規定による貸

付けの停止に

関すること。

母子及び寡婦福

祉法施行令に関

すること。

２ 第16条（第

38条において

準用する場合

を含む。）の

規定による一

時償還の請求

に関すること。

１ 第８条の規

定による返還

債務の免除に

関すること。

山形県保母修学

資金貸与条例に

関すること。

１ 社会福祉施

設（健康福祉

企画課、長寿

社会課及び障

がい福祉課の

所管に係るも

のを除く。）

に支弁すべき

事務費等の決

定に関するこ

と。

施設事務費に関

すること。

１ 第41条第２

項の規定によ

る保護施設の

設置の許可に

関すること

（第一種社会

福祉事業に係

るものに限

る。）。

生活保護法に関

すること。

健康福

祉企画

課

健康福

祉部
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」

祉部の項長寿社会課の項及び障がい福祉課の項中「地域福祉課」を「健康福祉企画課」に改め、同表中

２ 第42条の規

定による保護

施設の休止又

は廃止の認可

に関するこ

と。

１ 第２条第１

項及び第３項

の規定による

戦時死亡宣告

の請求及び取

消しの請求に

関すること。

未帰還者に関す

る特別措置法に

関すること。

１ 社会福祉施

設（子ども家

庭課、長寿社

会課及び障が

い福祉課の所

管に係るもの

を除く。）に

支弁すべき事

務費等の決定

に関するこ

と。

施設事務費に関

すること。

１ 旧軍人、軍

属等の叙位叙

勲に関するこ

と。

旧軍人等の叙勲

等に関するこ

と。

１ 第４条第１

項の規定によ

る地域医療支

援病院の名称

の使用の承認

に関するこ

と。

医療法に関する

こと。

地域医

療対策

課

２ 第７条第１

項から第３項

までの規定に

よる病院等の

開設等の許可

に関するこ

と。

１ 医学の研究

に関するこ

と。

医学に関するこ

と。
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「 「

「 「

を に改め、同表農林水産部の項中 を に、

」 」

」 」

「 「

を に改め、同表土木部の項を次のように改める。

」 」

産業政

策課

商工労

働観光

部

商業経

済交流

課

産業政

策課

商工観

光部

商業・

まちづ

くり振

興課

１ 第２条第１

項の規定によ

る公有水面埋

立の免許に関

すること。

１ 第６条第３

項の規定によ

る裁定に関す

ること。

公有水面埋立法

に関すること

（湖沼に係るも

のに限る。）。

用地課県土整

備部

２ 第13条の２

第１項の規定

による埋立区

域の縮小等の

許可に関する

こと。

３ 第14条第１

項の規定によ

る土地立入等

の許可に関す

ること。

４ 第16条第１

項の規定によ

る公有水面の

埋立権の譲渡

の許可に関す

ること。

５ 第22条第１

項の規定によ

る竣功認可に

関すること。

経営安

全対策

課

農業経

営課

農村計

画課

農村整

備課
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６ 第23条第１

項ただし書の

規定による竣

功認可の告示

前の埋立地の

使用許可に関

すること。

７ 第27条第１

項の規定によ

る所有権の移

転等の許可及

び同条第３項

の規定による

協議に関する

こと。

８ 第30条の規

定による災害

防止に関する

命令に関する

こと。

９ 第31条の規

定による工作

物等の除去命

令に関するこ

と。

10 第33条の規

定による事実

更正等の措置

に関するこ

と。

11 第35条の規

定による原状

回復義務の免

除に関するこ

と。

１ 第８条第１

項の規定によ

る国土交通省

所管に係る国

有財産の引継

ぎに関するこ

と。

国有財産法に関

すること（生産

技術課及び空港

港湾課に係るも

のを除く。）。

２ 第12条の規

定による国土

交通省所管に

係る国有財産

の所管換えに

関すること。
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３ 第27条の規

定による国土

交通省所管に

係る国有財産

の交換に関す

ること。

１ 第15条の２

の規定による

あつせんに関

すること。

１ 第15条の７

の規定による

仲裁に関する

こと。

土地収用法に関

すること。

２ 第19条の規

定による申請

書の欠陥の補

正等に関する

こと。

２ 第16条の規

定による事業

の認定に関す

ること。

３ 第21条第１

項の規定によ

る意見の聴取

に関するこ

と。

３ 第32条第１

項の規定によ

る収用又は使

用の手続の保

留の申立てに

関すること。

４ 第22条の規

定による意見

の聴取に関す

ること。

４ 第34条の規

定による収用

又は使用の手

続の開始の申

立てに関する

こと。

５ 第39条第１

項の規定によ

る収用又は使

用の裁決の申

請に関するこ

と。

６ 第46条の４

項の規定によ

る見積りによ

る補償金の支

払いに関する

こと。

７ 第47条の３

第１項の規定

による明渡裁

決の申立に関

すること。

８ 第116条の

規定による協

議の確認の申

請に関するこ

と。
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９ 第122条第

１項の規定に

よる非常災害

の際の土地の

使用に関する

こと。

10 第123条の

規定による緊

急に施行する

必要がある事

業のための土

地の使用に関

すること。

11 第136条第

１項の規定に

よる代理人の

指定に関する

こと。

１ 第28条第１

項の規定によ

る遊休土地の

認定に関する

こと。

１ 第24条第１

項の規定によ

る勧告に関す

ること。

国土利用計画法

に関すること。

２ 第31条第１

項の規定によ

る勧告に関す

ること。

２ 第26条の規

定による公表

に関するこ

と。

３ 第32条第１

項の規定によ

る遊休土地の

買取りの協議

を行う者の決

定に関するこ

と。

１ 第９条の規

定による基準

地の選定及び

標準価格の判

定に関するこ

と。

国土利用計画法

施行令に関する

こと。

１ 第55条の規

定による事業

予定地の指

定、買取りの

申出及び買取

りの相手方の

決定に関する

こと。

１ 第59条第４

項の規定によ

る都市計画事

業の認可に関

すること。

都市計画法に関

すること。

都市計

画課
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２ 第63条第１

項の規定によ

る事業計画変

更の認可に関

すること。

２ 第81条の規

定による監督

処分に関する

こと（別に定

めるものを除

く。）。

３ 第64条第１

項の規定によ

る地位の承継

の承認に関す

ること。

１ 第７条第６

項の規定によ

る裁決の申請

に関するこ

と。

都市緑地法に関

すること。

１ 第17条第４

項の規定によ

る期限の延長

及び通知に関

すること。

景観法に関する

こと。

２ 第19条第１

項の規定によ

る景観重要建

造物の指定に

関すること。

３ 第22条第１

項の規定によ

る景観重要建

造物の現状変

更の許可に関

すること。

４ 第23条第２

項の規定によ

る景観重要建

造物の原状回

復に関するこ

と。

５ 第27条第１

項の規定によ

る景観重要建

造物の指定の

解除に関する

こと。

６ 第28条第１

項の規定によ

る景観重要樹

木の指定に関

すること。
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７ 第31条第１

項の規定によ

る景観重要樹

木の現状変更

の許可に関す

ること。

８ 第35条第１

項及び第２項

の規定による

景観重要樹木

の指定の解除

に関すること。

９ 第38条の規

定による管理

協定の認可に

関すること。

10 第45条の規

定による報告

に関するこ

と。

11 第78条第２

項の規定によ

る報告等に関

すること。

12 第83条第１

項の規定によ

る景観協定の

認可に関する

こと。

13 第84条第１

項の規定によ

る景観協定の

変更の認可に

関すること。

14 第88条第１

項の規定によ

る景観協定の

廃止の認可に

関すること。

15 第90条第２

項の規定によ

る景観協定の

認可に関する

こと。

16 第92条第１

項の規定によ

る景観整備機

構の指定に関

すること。
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17 第95条第１

項の規定によ

る報告に関す

ること。

18 第95条第３

項の規定によ

る指定の取消

しに関するこ

と。

１ 第８条の規

定による景観

形成重点地域

の指定に関す

ること。

山形県景観条例

に関すること。

２ 第16条第２

項の規定によ

る公表に関す

ること。

３ 第16条第３

項の規定によ

る意見陳述に

関すること。

４ 第26条第１

項の規定によ

る眺望景観資

産の指定に関

すること。

５ 第29条第１

項の規定によ

る景観回廊の

指定に関する

こと。

１ 第12条の規

定による共同

溝の占用の許

可の申請をす

ること。

共同溝の整備等

に関する特別措

置法に関するこ

と。

下水道

課

２ 第17条の規

定による占用

の許可に基づ

く権利及び義

務の譲渡をす

ること。

１ 第10条の規

定による運輸

の開始の認可

に関するこ

と。

軌道法に関する

こと。

道路課
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２ 第11条第１

項の規定によ

る運転速度及

び度数の決定

の認可に関す

ること。

１ 第６条の規

定による工事

方法等の変更

の認可等に関

すること。

軌道法施行令に

関すること。

１ 第２条第１

項の規定によ

る公有水面埋

立の免許に関

すること。

１ 第６条第３

項の規定によ

る補償等の裁

定に関するこ

と。

公有水面埋立法

に関すること

（生産技術課、

用地課及び空港

港湾課に係るも

のを除く。）。

河川課

２ 第13条の２

第１項の規定

による埋立区

域の縮小等の

許可に関する

こと。

３ 第14条第１

項の規定によ

る土地立入等

の許可に関す

ること。

４ 第16条第１

項の規定によ

る公有水面の

埋立権の譲渡

の許可に関す

ること。

５ 第22条第１

項の規定によ

る竣功認可に

関すること。

６ 第23条第１

項ただし書の

規定による竣

功認可の告示

前の埋立地の

使用許可に関

すること。
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７ 第27条第１

項及び第３項

の規定による

所有権の移転

等の許可及び

協議に関する

こと。

８ 第30条の規

定による災害

防止に関する

命令に関する

こと。

９ 第31条の規

定による工作

物等の除去命

令に関するこ

と。

10 第33条の規

定による事実

更正等の措置

に関すること。

11 第35条の規

定による原状

回復義務の免

除等に関する

こと。

１ 第４条の規

定による水防

管理団体の指

定に関するこ

と。

１ 第13条第１

項の規定によ

る水防信号に

関すること。

水防法に関する

こと。

１ 第６条の規

定による区域

の指定、指定

の変更及び廃

止に関するこ

と。

１ 第５条の規

定による二級

河川の指定に

関すること。

河川法に関する

こと。

２ 第79条の規

定による国土

交通大臣の認

可等を要する

処分に係る認

可等の申請に

関すること。

１ 第45条第５

号の規定によ

る処分及び許

可に関するこ

と。

河川法施行令に

関すること。
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１ 第３条の規

定による流水

占用料等の減

免に関するこ

と。

山形県河川流水

占用料等徴収条

例に関すること

（別に定めるも

のを除く。）。

１ 第６条第１

項の規定によ

る土砂災害警

戒区域の指定

及び同条第６

項の規定によ

る指定の解除

に関するこ

と。

土砂災害警戒区

域等における土

砂災害防止対策

の推進に関する

法律に関するこ

と。

砂防・

災害対

策課

２ 第８条第１

項の規定によ

る土砂災害特

別警戒区域の

指定及び同条

第８項の規定

による指定の

解除に関する

こと。

１ 第２条第１

項の規定によ

る公有水面埋

立の免許に関

すること。

１ 第６条第３

項の規定によ

る裁定に関す

ること。

公有水面埋立法

に関すること

（港湾区域に係

る も の に 限

る。）。

空港港

湾課

２ 第13条の２

第１項の規定

による埋立区

域の縮小等の

許可に関する

こと。

３ 第14条第１

項の規定によ

る土地立入等

の許可に関す

ること。

４ 第16条第１

項の規定によ

る公有水面の

埋立権の譲渡

の許可に関す

ること。

５ 第22条第１

項の規定によ

る竣功認可に

関すること。



23

山 形 県 公 報 号外(９)平成22年４月１日（木曜日）

６ 第23条第１

項ただし書の

規定による竣

功認可の告示

前の埋立地の

使用許可に関

すること。

７ 第27条第１

項及び第３項

の規定による

所有権の移転

等の許可及び

協議に関する

こと。

８ 第30条の規

定による災害

防止に関する

命令に関する

こと。

９ 第31条の規

定による工作

物等の除去命

令に関するこ

と。

10 第33条の規

定による事実

更正等の措置

に関するこ

と。

11 第35条の規

定による原状

回復義務の免

除等に関する

こと。

１ 第８条第１

項の規定によ

る港湾区域若

しくは港湾隣

接地域内に所

在し、又は港

湾管理者の長

が海岸管理者

となる海岸保

全施設若しく

は公共海岸で

ある国有財産

の引継ぎに関

すること。

国有財産法に関

すること。
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２ 第12条の規

定による港湾

区域若しくは

港湾隣接地域

内に所在し、

又は港湾管理

者の長が海岸

管理者となる

海岸保全施設

若しくは公共

海岸である国

有財産の所管

換えに関する

こと。

３ 第27条の規

定による港湾

区域若しくは

港湾隣接地域

内に所在し、

又は港湾管理

者の長が海岸

管理者となる

海岸保全施設

若しくは公共

海岸である国

有財産の交換

に関するこ

と。

１ 第13条本文

の規定による

港湾施設の占

用の許可に関

すること（国

土交通大臣の

承認に係るも

のに限る。）。

山形県港湾施設

管理条例に関す

ること。

２ 第14条第１

項本文の規定

による港湾施

設の占用の変

更の許可に関

すること（国

土交通大臣の

承認に係るも

のに限る。）。
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３ 第15条にお

いて準用する

第12条ただし

書の規定によ

る転貸等の許

可に関するこ

と（国土交通

大臣の承認に

係るものに限

る。）。

１ 第６条第１

項第４号の規

定による区域

の指定に関す

ること。

建築基準法に関

すること。

建築住

宅課

２ 第22条第１

項の規定によ

る区域の指定

に関すること。

３ 第46条第１

項の規定によ

る壁面線の指

定に関するこ

と。

１ 第９条第１

項の規定によ

る免許の取消

しに関するこ

と。

建築士法に関す

ること。

１ 第22条第１

項の規定によ

る処分計画の

認可に関する

こと。

新住宅市街地開

発法に関するこ

と。

２ 第46条の規

定による施行

計画の認可に

関すること。

１ 第24条第３

項及び第４項

の規定による

金銭の額の決

定に関するこ

と。

山形県県営住宅

条例に関するこ

と。

２ 第24条の２

第４項の規定

による金銭の

額の決定に関

すること。
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「 「

別表第２中 を に改める。

」 」

別表第３総務企画部の項総務課の項中

「

を

」

「

３ 第26条の規

定による県営

住宅の使用の

許可に関する

こと。

４ 第26条の２

第１項の規定

による使用料

の額の決定に

に関するこ

と。

総務課出納局

経理課

会計課会計局

６ 第28条第２

項の規定によ

る通報の受理

に関するこ

と。

６ 第20条にお

いて準用する

第12条第１項

の規定による

移転の許可に

関すること。

６ 第28条第２

項の規定によ

る通報の受理

に関するこ

と。

６ 第20条にお

いて準用する

第12条第１項

の規定による

移転の許可に

関すること。

１ 第12条第１

項の規定によ

る規則の認証

に関するこ

と。

宗教法人法に関

すること（最上

総合支庁に限

る。）。
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に改め、同部の項中

」

２ 第26条第１

項の規定によ

る規則の変更

の認証に関す

ること。

３ 第33条の規

定による合併

の認証に関す

ること。

４ 第44条第１

項の規定によ

る任意解散の

認証に関する

こと。

５ 第78条の２

第１項の規定

による報告及

び質問に関す

ること。

６ 第79条第１

項の規定によ

る公益事業以

外の事業の停

止命令に関す

ること。

７ 第80条第１

項の規定によ

る認証の取消

しに関するこ

と。

８ 第81条第１

項の規定によ

る解散請求に

関すること。

９ 宗教法人に

関する各種証

明等に関する

こと。

１ 第９条第２

項の規定によ

る報告の徴

収、立入検査

等に関するこ

と。

不当景品類及び

不当表示防止法

に関すること

（置賜総合支庁

を除く。）。



28

山 形 県 公 報 号外(９)平成22年４月１日（木曜日）

「 「

「 「

を に、 を に改め、同部の項総合支庁長専決

」 」

」 」

事項の欄中「第６条第１項（第６項」を「第６条第４項（第７項」に改め、同表保健福祉環境部の項福祉企画課及

び福祉課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第12項を第14項とし、第８項から第11項

までを２項ずつ繰り下げ、第７項の次に次の２項を加える。

８ 第34条の14の規定による家庭的保育事業の届出の受理等に関すること。

９ 第34条の16第１項の規定による家庭的保育事業に係る報告の徴収等に関すること。

別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁長専決事

項の欄中第５項を第６項とし、第１項から第４項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の前に次の１項を加える。

１ 第11条第１項及び第２項の規定による報告の徴収等に関すること。

別表第３保健福祉環境部の項保健企画課の項麻薬及び向精神薬取締法に関すること。の項総合支庁部長専決事項

の欄に次の１項を加える。

13 第50条の38第１項及び第２項の規定による報告の徴収等に関すること。

「 「

別表第３保健福祉環境部の項保健企画課の項中 を に、

」 」

「

を

」

税務

課、西

村山税

務課、

北村山

税務課

及び西

置賜税

務課

地域支

援課

税務

課、納

税課、

西村山

税務

課、北

村山税

務課及

び西置

賜税務

課

地域振

興課

宗教法人法に関

すること。

不当景品類及び

不当表示防止法

に関すること。

山形県青少年健

全育成条例に関

すること。

宗教法人法に関

すること（最上

総合支庁を除

く。）。

不当景品類及び

不当表示防止法

に関すること

（置賜総合支庁

に限る。）。

山形県青少年健

全育成条例に関

すること（村山

総合支庁及び置

賜総合支庁に限

る。）。

栄養士法に関す

ること（住所地

が県外にある者

に係るものを除

く。）（庄内総合

支庁に限る。）。

栄養士法施行令

に関すること

（住所地が県外

にある者に係る

ものを除く。）

（庄内総合支庁

に限る。）。

栄養士法に関す

ること（住所地

が県外にある者

に係るものを除

く。）（置賜総合

支庁及び庄内総

合 支 庁 に 限

る。）。

栄養士法施行令

に関すること

（住所地が県外

にある者に係る

ものを除く。）

（置賜総合支庁

及び庄内総合支

庁に限る。）。

１ 第19条の規

定による栄養

指導員の任命

に関するこ

と。

健康増進法に関

すること（庄内

総合支庁に限

る。）。
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「
１ 第19条の規

定による栄養

指導員の任命

に関するこ

と。

健康増進法に関

すること（置賜

総合支庁及び庄

内総合支庁に限

る。）。

１ 第17条の規

定による指揮

監督に関する

こと。

民生委員法に関

すること（最上

総合支庁に限

る。）。

２ 第18条の規

定による指導

訓練に関する

こと。

１ 第58条第２

項第１号の規

定による報告

の徴収に関す

ること。

１ 第31条第４

項（第43条第

２項、第46条

第４項及び第

49条第３項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による調査に

関すること。

１ 第43条第１

項及び第３項

の規定による

定款の変更の

認可及び届出

の受理（健康

福祉部長が指

定するものを

除く。）に関

すること。

社会福祉法に関

すること（最上

総合支庁に限

る。）。

２ 第62条第１

項の規定によ

る届出の受理

（軽費老人ホ

ーム、障害者

支援施設、婦

人保護施設及

び事業授産施

設に係るもの

に限る。）に

関すること。

２ 第73条第１

項の規定によ

る許可（募集

地域が所管区

域内に係るも

のに限る。）

に関するこ

と。

２ 第56条第１

項の規定によ

る報告の徴収

及び検査（健

康福祉部長が

指定するもの

を除く。）に

関すること。

３ 第63条第１

項の規定によ

る届出の受理

（軽費老人ホ

ーム、障害者

支援施設、身

体障害者更生

援護施設、知

的障害者援護

施設、婦人保

護施設及び事

業授産施設に

係るものに限

る。）に関す

ること。

３ 第58条第２

項第２号及び

第３号の規定

による勧告並

びに同条第３

項の規定によ

る返還命令に

関すること。
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に改め、同部の項地域保健予防課の項

４ 第64条の規

定による届出

の受理（軽費

老人ホーム、

障害者支援施

設、身体障害

者更生援護施

設、知的障害

者援護施設、

婦人保護施設

及び事業授産

施設に係るも

のに限る。）

に関するこ

と。

４ 第62条第２

項の規定によ

る許可（軽費

老人ホーム、

障害者支援施

設、婦人保護

施設及び事業

授産施設に係

るものに限

る。）に関す

ること。

５ 第67条第１

項の規定によ

る施設を必要

としない第一

種社会福祉事

業の届出の受

理に関するこ

と。

５ 第63条第２

項の規定によ

る許可（軽費

老人ホーム、

障害者支援施

設、身体障害

者更生援護施

設、知的障害

者援護施設、

婦人保護施設

及び事業授産

施設に係るも

のに限る。）に

関すること。

６ 第68条の規

定による施設

を必要としな

い第一種社会

福祉事業の許

可を受けた者

の事業の変更

及び廃止の届

出の受理に関

すること。

６ 第67条第２

項の規定によ

る施設を必要

としない第一

種社会福祉事

業の許可に関

すること。

７ 第69条の規

定による届出

の受理に関す

ること。

７ 第70条の規

定による調査

（健康福祉部

長が指定する

ものを除く。）

に関するこ

と。
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８ 第73条第３

項の規定によ

る報告の受理

（募集地域が

所管区域内に

係るものに限

る。）に関す

ること。

８ 第71条の規

定による改善

命令に関する

こと。

１ 第４条の規

定による戦傷

病者手帳の交

付に関するこ

と。

戦傷病者特別援

護法に関するこ

と（最上総合支

庁に限る。）。

２ 第５条の規

定による戦傷

病者手帳の記

載事項の訂正

に関するこ

と。

３ 第６条の規

定による戦傷

病者手帳の返

還命令に関す

ること。

１ 第６条の規

定による戦傷

病者手帳の再

交付に関する

こと。

戦傷病者特別援

護法施行令に関

すること（最上

総合支庁に限

る。）。

１ 第５条の規

定による死亡

の届出の受理

に関するこ

と。

戦傷病者特別援

護法施行規則に

関すること（最

上総合支庁に限

る。）。

２ 第13条第１

項の規定によ

る更生医療券

の交付に関す

ること。

３ 第15条第１

項の規定によ

る補装具交付

券及び補装具

修理券の交付

に関するこ

と。
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」

「 「

「 「

中 を に、 を に改め、同部の

」 」

」 」

項地域保健福祉課の項児童福祉法に関すること。の項を次のように改める。

４ 第17条の規

定による手帳

の交付、更生

医療の給付並

びに補装具の

支給及び修理

に関する請求

の却下の通知

に関するこ

と。

１ 民生委員及

び児童委員に

対する知事感

謝状に関する

こと（知事が

別に定める基

準による場合

に限る。）。

知事感謝状に関

すること（最上

総合支庁に限

る。）。

栄養士法に関す

ること（住所地

が県外にある者

に係るものを除

く。）。

栄養士法施行令

に関すること

（住所地が県外

にある者に係る

ものを除く。）。

栄養士法に関す

ること（住所地

が県外にある者

に係るものを除

く。）（村山総合

支庁に限る。）。

栄養士法施行令

に関すること

（住所地が県外

にある者に係る

ものを除く。）

（村山総合支庁

に限る。）。

健康増進法に関

すること。

健康増進法に関

すること（村山

総合支庁に限

る。）。

１ 第24条の２

第１項の規定

による指定知

的障害児施設

等の指定に関

すること。

１ 第24条の15

第２項の規定

による職員の

身分を示す証

明書の発行に

関すること。

１ 第24条の15

第１項の規定

による指定施

設設置者等に

対する報告の

徴収等に関す

ること。

児童福祉法に関

すること（庄内

総合支庁に限

る。）。

２ 第24条の13

の規定による

届出の受理に

関すること。

２ 第24条の16

第１項及び第

３項の規定に

よる勧告及び

命令に関する

こと。
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別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項児童福祉法施行規則に関すること。の項及び保育所運営負担金

に関すること。の項を削り、同課の項中

「 「

「 「

を に、 を に改め、「、婦

」 」

」 」

人保護施設」を削り、児童扶養手当法に関すること。の項を削り、

「 「

を に改め、母子及び寡婦福祉法に関すること。の項、母子及び寡婦福

」 」

祉法施行令に関すること。の項及び山形県母子及び寡婦福祉法施行細則に関すること。の項を削り、

「 「

を に改め、障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁長専決事項

」 」

の欄中第５項を第６項とし、第１項から第４項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の前に次の１項を加える。

１ 第11条第１項及び第２項の規定による報告の徴収等に関すること。

「 「

別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項中 を に改め、同部

」 」

の項中

３ 第24条の14

の規定による

届出の受理に

関すること。

民生委員法に関

すること。

民生委員法に関

すること（庄内

総合支庁に限

る。）。

社会福祉法に関

すること。

社会福祉法に関

すること（子育

て推進部で所掌

するものを除

く。）（庄内総合

支庁に限る。）。

戦傷病者特別援

護法に関するこ

と（庄内総合支

庁に限る。）。

戦傷病者特別援

護法施行令に関

すること（庄内

総合支庁に限

る。）。

戦傷病者特別援

護法施行規則に

関すること（庄

内総合支庁に限

る。）。

戦傷病者特別援

護法に関するこ

と。

戦傷病者特別援

護法施行令に関

すること。

戦傷病者特別援

護法施行規則に

関すること。

特別児童扶養手

当等の支給に関

する法律に関す

ること。

特別児童扶養手

当等の支給に関

する法律に関す

ること（特別児

童扶養手当に係

る も の を 除

く。）。

知事感謝状に関

すること。

知事感謝状に関

すること（庄内

総合支庁に限

る。）。



34

山 形 県 公 報 号外(９)平成22年４月１日（木曜日）

「

を

１ 第15条第２

項の規定によ

る講習の認定

に関するこ

と。

母体保護法に関

すること。

１ 第20条第１

項の規定によ

る療育の給付

の決定に関す

ること。

児童福祉法に関

すること。

２ 第56条第２

項の規定によ

る費用の徴収

に関するこ

と。

３ 第56条第５

項及び第７項

の規定による

支払命令等に

関すること。

１ 第20条第１

項の規定によ

る養育医療の

給付の決定又

は費用の支給

の決定に関す

ること。

母子保健法に関

すること。

２ 第21条の４

第１項の規定

による費用の

徴収に関する

こと。

１ 第９条第２

項（第10条第

２項及び第11

条第３項にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定による

職員の身分を

示す証明書の

発行に関する

こと。

１ 第９条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

障害者自立支援

法に関すること

（育成医療に係

る も の に 限

る。）。

２ 第52条第１

項の規定によ

る支給認定に

関すること。

２ 第10条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。
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」

「

３ 第56条第２

項の規定によ

る支給認定の

変更の認定に

関すること。

３ 第11条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

４ 第57条第１

項の規定によ

る支給認定の

取消しに関す

ること。

１ 第２条第１

項の規定によ

る栄養士の免

許に関するこ

と。

栄養士法に関す

ること（住所地

が県外にある者

に係るものを除

く。）（最上総合

支庁に限る。）。

２ 第３条の２

第１項の規定

による栄養士

名簿に関する

こと。

３ 第４条第２

項の規定によ

る栄養士免許

証の交付に関

すること。

１ 第５条第１

項の規定によ

る栄養士免許

証の書換え交

付に関するこ

と。

栄養士法施行令

に関すること

（住所地が県外

にある者に係る

ものを除く。）

（最上総合支庁

に限る。）。

２ 第６条第１

項の規定によ

る栄養士免許

証の再交付に

関すること。

１ 第18条第１

項及び第４項

の規定による

通知及び確認

に関するこ

と。

感染症の予防及

び感染症の患者

に対する医療に

関する法律に関

すること（最上

総合支庁に限

る。）。
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２ 第19条（第

26条において

準用する場合

を含む。）の

規定による入

院の勧告及び

措置に関する

こと。

３ 第20条（第

26条において

準用する場合

を含む。）の

規定による入

院の勧告及び

措置に関する

こと。

４ 第22条第１

項及び第４項

の規定による

患者の退院及

び確認に関す

ること。

５ 第21条の規

定による移送

に関するこ

と。

６ 第28条の規

定によるねず

み族等の駆除

の命令及び指

示に関するこ

と。

７ 第29条の規

定による物件

に係る措置の

命令及び指示

に関するこ

と。

８ 第30条の規

定による死体

の移動の制限

等に関するこ

と。

９ 第37条第１

項の規定によ

る医療に要す

る費用の負担

の決定に関す

ること。
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10 第37条の２

第１項の規定

による医療に

要する費用の

負担の決定に

関すること。

11 第46条の規

定による入院

の勧告又は措

置に関するこ

と。

12 第47条の規

定による移送

に関するこ

と。

13 第48条第１

項及び第４項

の規定による

入院している

者の退院及び

確認に関する

こと。

14 第50条第１

項の規定によ

る第27条から

第30条まで及

び第35条第１

項に規定する

措置の全部又

は一部の実施

に関するこ

と。

１ 第19条の規

定による栄養

指導員の任命

に関するこ

と。

健康増進法に関

すること（最上

総合支庁に限

る。）。

１ 第24条の２

第１項の規定

による指定知

的障害児施設

等の指定に関

すること（最

上総合支庁に

限る。）。

１ 第20条第１

項の規定によ

る療育の給付

の決定に関す

ること。

１ 第24条の15

第１項の規定

による指定施

設設置者等に

対する報告の

徴収等に関す

ること（最上

総合支庁に限

る。）。

児童福祉法に関

すること。

子ども

家庭支

援課



38

山 形 県 公 報 号外(９)平成22年４月１日（木曜日）

２ 第24条の13

の規定による

届出の受理に

関すること

（最上総合支

庁に限る。）。

２ 第24条の15

第２項の規定

による職員の

身分を示す証

明書の発行に

関すること

（最上総合支

庁に限る。）。

２ 第24条の16

第１項及び第

３項の規定に

よる勧告及び

命令に関する

こと（最上総

合支庁に限

る。）。

３ 第24条の14

の規定による

届出の受理に

関すること

（最上総合支

庁に限る。）。

３ 第35条第４

項の規定によ

る児童福祉施

設の設置の認

可及び同条第

７項の規定に

よる児童福祉

施設の廃止及

び休止の承認

に関すること

（第二種社会

福祉事業に係

るものに限

る。）。

３ 第46条第３

項の規定によ

る児童福祉施

設に係る改善

命令等に関す

ること。

４ 第34条の３

の規定による

児童自立生活

援助事業及び

小規模住居型

児童養育事業

に係る届出の

受理に関する

こと。

４ 第56条第２

項の規定によ

る費用の徴収

に関するこ

と。

５ 第34条の４

第１項の規定

による児童自

立生活援助事

業及び小規模

住居型児童養

育事業に係る

報告の徴収等

に関するこ

と。

５ 第56条第５

項及び第７項

の規定による

支払命令等に

関すること。

６ 第34条の11

の規定による

一時預かり事

業の届出の受

理等に関する

こと。
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７ 第34条の13

第１項の規定

による一時預

かり事業に係

る報告の徴収

等に関するこ

と。

８ 第34条の14

の規定による

家庭的保育事

業の届出の受

理等に関する

こと。

９ 第34条の16

第１項の規定

による家庭的

保育事業に係

る報告の徴収

等に関するこ

と。

10 第35条第３

項及び第６項

の規定による

児童福祉施設

の設置、廃止

及び休止の届

出の受理に関

すること（第

二種社会福祉

事業に係るも

のに限る。）。

11 第46条第１

項の規定によ

る児童福祉施

設に係る報告

の徴収等に関

すること。

12 第59条第１

項の規定によ

る立入調査等

に関するこ

と。

13 第59条の２

の規定による

認可外保育施

設に係る届出

の受理等に関

すること。
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に改め、同表産業経済部の項

14 第59条の２

の５第１項の

規定による認

可外保育施設

からの報告の

受理に関する

こと。

１ 第37条第４

項から第６項

までの規定に

よる児童福祉

施設に係る変

更の届出の受

理に関するこ

と（第二種社

会福祉事業に

係るものに限

る。）。

児童福祉法施行

規則に関するこ

と。

１ 保育所運営

負担金の加算

の認定等に関

すること。

保育所運営負担

金に関するこ

と。

１ 第58条第２

項第１号の規

定による報告

の徴収に関す

ること。

１ 第31条第４

項（第43条第

２項、第46条

第４項及び第

49条第３項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定に

よる調査に関

すること。

１ 第43条第１

項及び第３項

の規定による

定款の変更の

認可及び届出

の受理（子育

て推進部長が

指定するもの

を除く。）に関

すること。

社会福祉法に関

すること（子育

て推進部で所掌

するものに限

る。）（庄内総合

支庁に限る。）。

２ 第62条第１

項の規定によ

る届出の受理

（婦人保護施

設に係るもの

に限る。）に関

すること。

２ 第73条第１

項の規定によ

る許可（募集

地域が所管区

域内に係るも

のに限る。）に

関すること。

２ 第56条第１

項の規定によ

る報告の徴収

及び検査（子

育て推進部長

が指定するも

のを除く。）に

関すること。

３ 第63条第１

項の規定によ

る届出の受理

（婦人保護施

設に係るもの

に限る。）に

関すること。

３ 第58条第２

項第２号及び

第３号の規定

による勧告並

びに同条第３

項の規定によ

る返還命令に

関すること。
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４ 第64条の規

定による届出

の受理（婦人

保護施設に係

るものに限

る。）に関す

ること。

４ 第62条第２

項の規定によ

る許可（婦人

保護施設に係

るものに限

る。）に関す

ること。

５ 第67条第１

項の規定によ

る施設を必要

としない第一

種社会福祉事

業の届出の受

理に関するこ

と。

５ 第63条第２

項の規定によ

る許可（婦人

保護施設に係

るものに限

る。）に関す

ること。

６ 第68条の規

定による施設

を必要としな

い第一種社会

福祉事業の許

可を受けた者

の事業の変更

及び廃止の届

出の受理に関

すること。

６ 第67条第２

項の規定によ

る施設を必要

としない第一

種社会福祉事

業の許可に関

すること。

７ 第69条の規

定による届出

の受理に関す

ること。

７ 第70条の規

定による調査

（子育て推進

部長が指定す

るものを除

く。）に関す

ること。

８ 第73条第３

項の規定によ

る報告の受理

（募集地域が

所管区域内に

係るものに限

る。）に関す

ること。

８ 第71条の規

定による改善

命令に関する

こと。

１ 第４条の規

定による手当

の支給に関す

ること。

１ 第14条の規

定による支給

の停止に関す

ること。

児童扶養手当法

に関すること。

２ 第６条の規

定による受給

資格及び手当

の額の認定に

関すること。

２ 第15条の規

定による支払

の一時差止め

に関するこ

と。
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３ 第８条の規

定による手当

の額の改定に

関すること。

３ 第23条の規

定による不正

利得の徴収に

関すること。

４ 第16条の規

定による未支

払の手当の支

給に関するこ

と。

５ 第28条の規

定による届出

等の受理に関

すること。

６ 第29条第１

項及び第２項

の規定による

受給資格者等

に対する調査

等に関するこ

と。

７ 第30条の規

定による資料

の提供等の要

求に関するこ

と。

１ 第13条（第

32条第１項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による貸付け

の決定に関す

ること。

母子及び寡婦福

祉法に関するこ

と。

２ 第14条（第

32条第３項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による貸付け

の決定に関す

ること。

３ 第25条第３

項（第34条第

１項において

準用する場

合 を含む。）

の規定による

措置に関する

こと。
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１ 第11条（第

38条において

準用する場合

を含む。）の

規定による貸

付金の交付の

停止及び減額

に関するこ

と。

１ 第８条第５

項（第37条第

２項において

準用する場合

を含む。）の

規定による据

置期間の延長

に関するこ

と。

母子及び寡婦福

祉法施行令に関

すること。

２ 第12条（第

38条において

準用する場合

を含む。）の

規定による貸

付けの停止に

関すること。

２ 第15条第１

項第３号（第

38条において

準用する場合

を含む。）の

規定による収

益の用途外使

用の承認に関

すること。

３ 第17条ただ

し書（第18条

第２項（第38

条において準

用する場合を

含む。）及び

第38条におい

て準用する場

合を含む。）

の規定によ

る 違約金の

徴収の免除に

関すること。

４ 第19条（第

38条において

準用する場合

を含む。）の

規定による償

還金の支払の

猶予に関する

こと。

１ 第５条（第

18条において

準用する場合

を含む。）の

規定による借

用書の受理に

関すること。

１ 第４条の２

（第18条にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定による

貸付決定の取

消し等に関す

ること。

山形県母子及び

寡婦福祉法施行

細則に関するこ

と。
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２ 第６条（第

18条において

準用する場合

を含む。）の

規定による届

出の受理に関

すること。

３ 第７条（第

18条において

準用する場合

を含む。）の

規定による保

証人の変更の

承認に関する

こと。

４ 第８条（第

18条において

準用する場合

を含む。）の

規定による届

出の受理に関

すること。

５ 第８条の２

（第18条にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定による

貸付期間の延

長の承認に関

すること。

６ 第10条（第

18条において

準用する場合

を含む。）の

規定による貸

付けの停止及

び減額に関す

ること。

７ 第12条の２

（第18条にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定による

繰上償還申出

書の受理等に

関すること。
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８ 第16条（第

18条において

準用する場合

を含む。）の

規定による償

還方法の変更

の承認に関す

ること。

１ 第５条の規

定による受給

資格及び手当

の額の認定に

関すること。

１ 第11条の規

定による支給

の停止に関す

ること。

特別児童扶養手

当等の支給に関

する法律に関す

ること（特別児

童扶養手当に係

る も の に 限

る。）。

２ 第13条の規

定による未支

払の手当の支

給に関するこ

と。

２ 第12条の規

定による支払

の一時差止め

に関するこ

と。

３ 第16条にお

いて準用する

児童扶養手当

法第８条の規

定による手当

の額の改定に

関すること。

３ 第16条にお

いて準用する

児童扶養手当

法第23条の規

定による不正

利得の徴収に

関すること。

４ 第35条の規

定による届出

等の受理に関

すること。

５ 第36条第１

項及び第２項

の規定による

受給資格者等

に対する調査

等に関するこ

と。

６ 第37条の規

定による資料

の提供等の要

求に関するこ

と。

１ 第15条第２

項の規定によ

る講習の認定

に関するこ

と。

母体保護法に関

すること。
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」

家畜保健衛生課の項獣医療法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中「診療施設」を「診療施設

（第７条第１項の規定により診療施設とみなされる往診診療者等の住所を含む。）」に改め、同表建設部の項中

１ 第20条第１

項の規定によ

る養育医療の

給付の決定又

は費用の支給

の決定に関す

ること。

母子保健法に関

すること。

２ 第21条の４

第１項の規定

による費用の

徴収に関する

こと。

１ 第９条第２

項（第10条第

２項及び第11

条第３項にお

いて準用する

場合を含む。）

の規定による

職員の身分を

示す証明書の

発行に関する

こと。

１ 第９条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

障害者自立支援

法に関すること

（育成医療に係

る も の に 限

る。）。

２ 第52条第１

項の規定によ

る支給認定に

関すること。

２ 第10条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

３ 第56条第２

項の規定によ

る支給認定の

変更の認定に

関すること。

３ 第11条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

４ 第57条第１

項の規定によ

る支給認定の

取消しに関す

ること。

１ 第25条第１

項及び第２項

の規定による

立入調査等に

関すること。

山形県青少年健

全育成条例に関

すること。
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「

を

」

「

１ 本庁の商工

労働観光部の

所管に係る請

負契約（工業

団地の整備に

係るものに限

る。）及び本

庁の土木部の

所管に係る請

負契約に関し

て、請負契約

約款の規定に

基づくこの表

の産業経済部

内共通事項請

負契約に関す

ることの項総

合支庁部長専

決事項の欄に

掲げる行為を

すること。

請負契約に関す

ること（山形統

合ダム管理課、

高坂ダム管理

課、野川水系ダ

ム管理課、港湾

事務所、庄内空

港事務所及び荒

沢ダム管理課に

係るものを除

く。）。

１ 本庁の商工

観光部の所管

に係る請負契

約（工業団地

の整備に係る

ものに限る。）

及び本庁の県

土整備部の所

管に係る請負

契約に関し

て、請負契約

約款の規定に

基づくこの表

の産業経済部

内共通事項請

負契約に関す

ることの項総

合支庁部長専

決事項の欄に

掲げる行為を

すること。

請負契約に関す

ること（山形統

合ダム管理課、

高坂ダム管理

課、港 湾 事 務

所、庄内空港事

務所及び荒沢ダ

ム管理課に係る

ものを除く。）。
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１ 第43条の規

定による土地

が河川区域内

のものとなつ

た場合の登記

等の嘱託に関

すること。

不動産登記法に

関すること（港

湾事務所に係る

ものを除く。）。

西村山

建設総

務課、

北村山

建設総

務課及

び西置

賜建設

総務課

２ 第74条第１

項（同項第３

号に掲げる場

合に限る。）

の規定による

所有権の保存

の登記の嘱託

に関するこ

と。

３ 第116条第

１項の規定に

よる地方公共

団体が登記権

利者となつて

する権利に関

する登記の嘱

託に関するこ

と。

４ 第116条第

２項の規定に

よる地方公共

団体が登記義

務者となる権

利に関する登

記の嘱託に関

すること。

５ 第117条第

２項の規定に

よる登記識別

情報の通知に

関すること。

６ 第118条第

２項の規定に

よる収用によ

る所有権移転

の登記の嘱託

に関するこ

と。
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１ 第５条の規

定による国有

財産法施行令

第６条第２項

第１号カに規

定する国有財

産の管理（境

界の承諾、付

替行為及び形

状変更行為の

承認、国土交

通大臣以外の

各省各庁の長

の使用の承認

並びに用途変

更に関するこ

とに限る。）に

関すること。

国有財産法に関

すること。

２ 第18条第３

項に規定する

使用又は収益

の許可に関す

ること（国土

交通大臣の協

議に係るもの

を除く。）。

３ 第31条の２

第１項の規定

による国有財

産法施行令第

６条第２項第

１号カに規定

する国有財産

の調査又は測

量を行うため

の立入及び同

条第２項の規

定による通知

等に関するこ

と。

４ 第31条の３

の規定による

国有財産法施

行令第６条第

２項第１号カ

に規定する国

有財産の境界

確定の協議等

に関すること。



50

山 形 県 公 報 号外(９)平成22年４月１日（木曜日）

に改め、同部の項用地課、西

１ 第５条第６

項（第48条第

９項（第96条

の３第５項に

おいて準用す

る場合を含

む。）、第84

条、第85条第

５項、第85条

の２第５項、

第85条の３第

４項、第87条

の２第６項、

第87条の３第

６項及び第96

条の２第５項

において準用

する場合を含

む。）の規定

による国有地

（国土交通省

所管の国有地

に限る。以下

この項におい

て同じ。）の

土地改良事業

地域への編入

の承認に関す

ること。

土地改良法に関

すること。

２ 第50条（第

84条、第96条

及び第96条の

４において準

用する場合を

含む。）の規

定による国有

地の譲与及び

国有地への編

入に関するこ

と。

１ 第11条第２

項の規定によ

る許可に関す

ること。

土地収用法に関

すること。

２ 第12条第１

項の規定によ

る通知に関す

ること。
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３ 第14条第１

項の規定によ

る許可に関す

ること。

４ 第14条第２

項の規定によ

る通知に関す

ること。

５ 第28条の２

の規定による

補償等につい

て周知させる

ための措置に

関すること。

６ 第35条の規

定による土地

等の調査等に

関すること。

７ 第36条第１

項の規定によ

る土地調書及

び物件調書の

作成に関する

こと。

８ 第95条の規

定による権利

取得裁決に係

る補償の払渡

し又は供託等

に関すること。

９ 第97条の規

定による明渡

裁決に係る補

償の払渡し又

は供託等に関

すること。

１ 第８条の２

第１項の規定

による国有林

野の無償借受

け等の手続に

関すること。

国有林野の管理

経営に関する法

律に関すること

（港湾事務所に

係るものを除

く。）。

１ 第27条第１

項の規定によ

る保安林の指

定の解除の申

請に関するこ

と。

１ 第27条第１

項の規定によ

る保安林の指

定の申請に関

すること。

森林法に関する

こと（港湾事務

所に係るものを

除く。）。
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１ 第７条（第

10条第３項、

第17条及び第

39条第２項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による国土

交 通省所管

の国有地の土

地区画整理事

業施行地区へ

の編入の承認

に関するこ

と。

土地区画整理法

に関すること。

１ 第32条の規

定による公共

施設（国土交

通省所管の国

有財産に限

る。）に係る

協議に関する

こと。

都市計画法に関

すること。

１ 第７条の12

（第７条の16

第２項、第12

条第１項、第

38条第２項、

第53条第４項

（第56条にお

いて準用する

場合を含む。）

並びに第58条

第３項及び第

４項において

準用する場合

を含 む。）の

規定による公

共施設（国土

交通省所管の

国有財産に限

る。）に係る

同意に関する

こと。

都市再開発法に

関すること。
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」

村山用地課、北村山用地課及び西置賜用地課の項中「、西村山用地課、北村山用地課及び西置賜用地課」を削り、

同部の項建築課の項中

「

を

」

「

１ 第６条第１

項及び第３項

の規定による

買取りの協議

を行う地方公

共団体等の決

定等に関する

こと。

公有地の拡大の

推進に関する法

律に関するこ

と。

１ 第５条の規

定による使用

料等の免除に

関すること。

山形県法定外公

共用財産使用料

等徴収条例に関

すること。

１ 第６条の規

定による届出

の受理に関す

ること。

１ 第７条の規

定による承認

に関するこ

と。

山形県国土交通

省所管公共用財

産の使用等に関

する規則に関す

ること。

２ 第８条第２

項の規定によ

る届出の受理

に関するこ

と。

２ 第９条の規

定による許可

の取消し又は

変更に関する

こと。

３ 第10条第１

項及び第２項

の規定による

承認並びに届

出の受理及び

検査に関する

こと。

１ 道路、河川

等の用に供す

る土地の寄附

（負担付寄附

及び条件付寄

附を除く。）

の受領に関す

ること。

土地の寄付に関

すること。

１ 被災建築物

応急危険度判

定士の認定に

関すること。

被災建築物応急

危険度判定に関

すること。

１ 被災建築物

応急危険度判

定士の認定に

関すること。

被災建築物応急

危険度判定に関

すること。
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に改め、同部港湾事務所の項国有財産

」

法に関すること（港湾区域若しくは港湾隣接地域内に所在し、又は港湾管理者の長が海岸管理者となる海岸保全区

域施設若しくは公共海岸である国有財産に係るものに限る。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中「土木部交

通政策課」を「県土整備部空港港湾課」に改め、同事務所の項不動産登記法に関すること（用地課に係るものを除

く。）。の項、国有林野の管理経営に関する法律に関すること（用地課に係るものを除く。）。の項及び森林法に関す

ること（用地課に係るものを除く。）。の項中「用地課」を「用地課、西村山建設総務課、北村山建設総務課及び西

置賜建設総務課」に改め、同事務所の項請負契約に関すること（別に定めるものを除く。）。の項総合支庁課長専決

事項の欄第１項中「商工労働観光部」を「商工観光部」に、「土木部」を「県土整備部」に改め、同部の項庄内空

港事務所の項請負契約に関すること（別に定めるものを除く。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中「商工労

働観光部」を「商工観光部」に、「土木部」を「県土整備部」に改め、同部の項山形統合ダム管理課、高坂ダム管

理課、野川水系ダム管理課及び荒沢ダム管理課の項中「、野川水系ダム管理課」を削り、同項請負契約に関するこ

と（別に定めるものを除く。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中「商工労働観光部」を「商工観光部」に、

「土木部」を「県土整備部」に改め、同表の備考第１項の表中「保健企画課」を「保健企画課（民生委員法に関す

１ 第６条第１

項の規定によ

る認定（住宅

の品質確保の

促進等に関す

る法律第５条

第１項に規定

する登録住宅

性能評価機関

の技術的審査

の適合証が添

付された認定

申請に係るも

のに限る。）に

関すること。

長期優良住宅の

普及の促進に関

する法律に関す

ること。

２ 第６条第３

項の規定によ

る計画の通知

に関するこ

と。

３ 第６条第４

項の規定によ

る確認済証の

交付及び不適

合通知書の交

付に関するこ

と。

４ 第８条第１

項の規定によ

る変更の認定

に関するこ

と。

５ 第10条の規

定による地位

の承継の承認

に関するこ

と。
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ること。の項、社会福祉法に関すること。の項、戦傷病者特別援護法に関すること。の項及び戦傷病者特別援護法

施行規則に関すること。の項に係る事務を除く。）」に、「（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関するこ

と。の項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関すること。の項、母体保護法に関するこ

と。の項、児童福祉法に関すること。の項、母子保健法に関すること。の項及び障害者自立支援法に関すること

（育成医療に係るものに限る。）。の項」を「（児童福祉法に関すること。の項、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律に関すること。の項、栄養士法に関すること。の項、栄養士法施行令に関すること。の項、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関すること。の項及び健康増進法に関すること。の項に係る事務に

限る。）、子ども家庭支援課（児童福祉法に関すること。の項、母体保護法に関すること。の項、母子保健法に関す

ること。の項及び障害者自立支援法に関すること（育成医療に係るものに限る。）。の項」に改め、「、西村山用地

課」、「、北村山用地課」及び「、西置賜用地課」を削る。

別表第４第１号の表所長又は校長専決事項の欄中第17項を第18項とし、第14項から第16項までを１項ずつ繰り下

げ、同表第13項中「制定」を「決定」に改め、同項を同表第14項とし、同表中第12項を第13項とし、第６項から第

12項までを１項ずつ繰り下げ、同表第５項中「勤務時間条例第４条の３の規定による」及び「の承認」を削り、同

項を同表第６項とし、同表第４項中「勤務時間条例第４条の３の規定による」及び「の承認」を削り、同項を同表

第５項とし、同表第３項の次に次の１項を加える。

別表第４第２号の表（総合支庁、総合療育訓練センター、産業技術短期大学校及び産業技術短期大学校庄内校以

外の出先機関の長の共通専決事項）の項中第20項を第21項とし、第６項から第19項までを１項ずつ繰り下げ、同表

（総合支庁、総合療育訓練センター、産業技術短期大学校及び産業技術短期大学校庄内校以外の出先機関の長の共

通専決事項）の項第５項中「勤務時間条例第４条の３の規定による」及び「の承認」を削り、同項を同表（総合支

庁、総合療育訓練センター、産業技術短期大学校及び産業技術短期大学校庄内校以外の出先機関の長の共通専決事

項）の項第６項とし、同表（総合支庁、総合療育訓練センター、産業技術短期大学校及び産業技術短期大学校庄内

校以外の出先機関の長の共通専決事項）の項第４項中「勤務時間条例第４条の３の規定による」及び「の承認」を

削り、同項を同表（総合支庁、総合療育訓練センター、産業技術短期大学校及び産業技術短期大学校庄内校以外の

出先機関の長の共通専決事項）の項第５項とし、同表（総合支庁、総合療育訓練センター、産業技術短期大学校及

び産業技術短期大学校庄内校以外の出先機関の長の共通専決事項）の項第３項の次に次の１項を加える。

４ 時間外勤務代休時間の指定に関すること。

別表第４第２号の表（山形空港事務所長の専決事項）の項第３項中「土木部所管」を「県土整備部所管」に改め

る。

別表第５自動車税事務所の項を削り、同表高度技術研究開発センターの項中

「 「

を に改め、同表病害虫防除所の項

」 」

「 「

中 を に改める。

」 」

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

４ 時間外勤務代休時間の指定に関するこ

と。

主務課長副所長 主務課長

次長
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